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１ 概要等について 

大阪市（以下「市」という。）では、平成３０年に「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた行動

計画を策定し、犬猫の殺処分削減に向け、様々な動物愛護施策に取り組んできた。残された課題と

して多頭飼育崩壊への対策と認識しているが、多頭飼育崩壊事例では、疾病への罹患等により譲渡

不適な個体が一度に多数収容された結果、殺処分の増加につながるだけでなく、周辺住民の生活環

境に悪影響を及ぼすおそれがある。そのため、多頭飼育崩壊を未然に防止することを目的に、一定

の条件を満たす猫の所有者（以下「所有者」という。）が所有する猫のうち、不妊・去勢手術の実

施が適切と判断した猫（以下「手術対象猫」という。）に対して不妊・去勢手術を行う「多頭飼育

崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術の実施事業（以下「本事業」という。）」を実施する

ものである。そこで本事業が円滑に行われるよう、手術を実施する大阪市内の委託動物病院（以下

「受注者」という。）を広く公募する。 

 

２ 業務委託内容等 

（１） 事業の流れ（「別紙１ 多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術の実施事業の   

   業務の流れ」参照） 

ア 手術対象猫の搬送及び受け取り 

「様式第３号 認定書」を交付された所有者からの「様式第２号 手術申込書」による不妊・

去勢手術の申請に基づき、手術を行う。市は、手術実施日・受注者等について調整する。手

術対象猫の搬送は、所有者からの依頼により市が行う。保健所各生活衛生監視事務所（以下「監

視事務所」という。）は、手術実施予定日に、所有者から「手術申込書」を受け取り、「様式第４号 搬

送時問診票」を作成する。監視事務所は、手術対象猫の入った搬送用ケージを受け取り、手術実施

予定の受注者に搬送し、受注者はこれを受け取る。この際、監視事務所は「手術申込書」、「認定書」

及び「搬送時問診票」を受注者に手渡す。 

イ 術前検査 

（ア）受注者は、手術対象猫（メス・オス）に対し、手術前に問診及び血液検査等による「術前検

査」を必ず実施すること。 

（イ）血液検査の項目については、血球検査及び血液生化学検査（血漿タンパク・血糖値・腎臓機能・肝

臓機能）を必須項目とし、それ以外の項目については受注者が判断する任意項目とする。 

（ウ）（ア）により不妊・去勢手術を実施不可と診断した場合は、手術不適としてウ～オを実施しない。 

ウ 術前準備 

  イにより手術実施が適切と判断した場合、受注者は、手術対象猫（メス・オス）に対し、麻

酔及び毛刈り等による「術前準備」を実施するとともに、メス猫については開腹手術を実施

した跡がないことを十分に確認し、開腹手術を実施した跡がある場合は、手術不適としてエ

～オを実施しない。 

エ 開腹 

  メス猫についてはウによる確認の後「開腹」を実施すること。 

オ 不妊・去勢手術の実施方法 

受注者は次の方法で手術を実施しなければならない。 

 （ア）受注者は、手術対象猫が次の条件に適合することを確認し、その結果、手術実施が適切と判断した

場合にのみ不妊・去勢手術を実施する。 

      ア） イにより不妊・去勢手術の実施が可能と診断されたこと 

     イ） ウ又はエにより不妊・去勢手術未手術であると確認されたこと 
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（イ）術前検査から不妊・去勢手術までを同日のうちに実施する。 

（ウ）手術は全身麻酔下で実施し、メス猫には卵巣子宮全摘出術を、オス猫には精巣全摘出術を実施す 

る。 

（エ）皮膚の縫合は吸収糸を使用し、埋没縫合により行う。 

（オ）感染防止のため、抗生物質投与等の措置を行う。 

  （カ）（ア）の条件に適合しない猫の取扱いについては次のとおりとする。 

ア）受注者は手術不適と判断した猫については、「様式第５号 手術不適理由書」とともに、市（監視事

務所）に引き渡す。市（監視事務所）は当該未手術の猫を所有者に返還し、手術不適となった理由

を説明する。 

イ）受注者は「手術不適理由書」の写し及び当該猫の認定書を市健康局生活衛生課（以下「生活衛生

課」という。）へ送付する。 

（キ）手術実施猫に手術を原因とする健康不良が発生した場合であって、診察又は処置を要する場合は、

原則、受注者が市（監視事務所）と調整し対応を図ること。 

  カ 手術対象猫の管理及び受け渡し 

受注者は、ウ～オの実施の有無に関わらず、手術対象猫を１泊入院させ、発注者は手術実施予定

日の翌日に受注者の病院で当該猫を受け取る。 

キ 手術不適猫の所有者に対する指導等 

オ（カ）により手術不適として所有者に未手術のメス猫を返還する際には、市各区保健福祉センター

は当該所有者に対し、飼養する未手術のメス猫をオスの飼い猫と隔離するよう指導する。所有者はオ

ス猫へ認定対象を変更申請し、生活衛生課は当該所有者に認定猫の変更を通知するとともに、当該

所有者が飼養するオス猫毎に新たに「認定書」を送付し、オス猫に対する去勢手術を実施するよう調

整する。 

ク 実績報告 

受注者は、原則翌月１０日までに「様式第６号 多頭飼育防止を目的とした飼い猫の不妊・

去勢手術の実施事業月間実績報告書」及び当該手術に係る診療簿の写しを市（生活衛生課）に

提出する。但し、３月については３月３１日までに提出すること。月間実績報告書は、実績が

なかった場合についても提出すること。 

 

（２）委託期間 

  契約締結日～令和９年３月３１日 

    

（３）委託料 

ア 予定数量 

  受注者全体での予定数量は以下のとおりである。原則としてメスの不妊手術を基本とする

が、例外的にオスを去勢手術する場合もある。 

  メス  ８０匹 

  オス   ５匹 

イ 業務完了報告 

  受注者は委託期間終了後、速やかに「様式第７号 多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫

の不妊・去勢手術の実施事業年間実績報告書」を市（生活衛生課）へ提出すること。 
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ウ 検査 

  市は前記イの業務完了報告を受けた日から１０日以内に、業務の完了を確認するための検

査を完了し、当該検査の結果を受注者へ通知する。 

エ 請求 

受注者は前記ウの検査に合格したときは、「様式第８号 請求書」により業務委託料の支払

いを請求することができる。 

オ 委託料単価 

（ア）不妊・去勢手術を実施した場合 

メス猫不妊手術１件あたり  ２５，０００円（消費税等を含む） 

オス猫去勢手術１件あたり  １８，０００円（消費税等を含む） 

ア）手術対象猫が、妊娠していた場合や、潜伏睾丸であった場合等、通常の手順と異なる手技を要し

た場合も本市負担額は（ア）のとおりとする。 

イ）手術実施後、手術対象猫が当該手術に起因した受注者の診察及び処置を要した場合も本市負

担額は（ア）のとおりとする。 

（イ）不妊・去勢手術を実施しなかった場合 

受注者が、手術対象猫を手術不適または手術実施済であると判断し、不妊・去勢手術に至らな

かった場合でも、次の各区分に応じて、委託料を請求できるものとする。なお、請求は各区分に

応じてのみできるものであり、重複して請求することはできない。 

区分 対象猫の性別 １件あたりの委託料 

術前検査のみ実施 メス・オス ７，０００円（消費税等を含む） 

術前検査、術前準備のみ実施 メス・オス １２，０００円（消費税等を含む） 

開腹まで実施 メス ２５，０００円（消費税等を含む） 

ア）受注者が、術前検査（血液検査の必須項目）までを実施した場合、１件あたり７，０００円を委託

料として請求できる。この場合、診療簿に実施した旨及び手術に至らなかった理由を記載すると

共に、血液検査結果のデータを診療簿の写しに添付して提出すること。 

イ）受注者が、術前検査及び術前準備までを実施した場合、１件あたり１２，０００円を委託料として請

求できる。この場合、診療簿に実施した旨及び手術に至らなかった理由を記載すると共に、血液

検査結果のデータに加え、術前準備を行ったことが分かる写真を診療簿の写しに添付して提出

すること。 

ウ）受注者が、術前検査、術前準備及び開腹まで実施したものの、卵巣及び子宮を摘出済みであっ

た場合や、腹腔の疾患等により卵巣及び子宮の摘出が困難と判断し、卵巣子宮摘出全摘出術を

実施できなかった場合であっても、1 件あたり２５，０００円を委託料として請求できる。この場合、

診療簿に実施した旨及び手術に至らなかった理由を記載すると共に、血液検査データ及び開腹

を行ったことが分かる写真を診療簿の写しに添付して提出すること。 

カ 支払日 

   市は、請求を受けた日から３０日以内に委託料を支払う。 
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（４）その他 

ア 受注者は手術の実施に際し次の事項を遵守しなければならない。 

（ア）獣医師法第２１条に基づき、診療簿を作成し保管すること。 

（イ）診療簿には手術対象猫が判別できる写真及び血液検査結果のデータを添付すること。 

イ 獣医療法等関係法令を遵守すること。 

ウ 手術により発生した廃棄物は適切に廃棄すること。 

エ 通常の手術により発生した手術対象猫の身体上の問題は、受注者及び市は責任を負わない。 

オ 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報及び業務に係るすべてのデータ（以下「個人情

報等」という。）を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み個人情報の保護に関す

る法律（平成 15年法律第 57号）の趣旨を踏まえ、この要項の各条項を遵守し、その漏えい、滅

失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。 

カ 委託内容について疑義が生じた場合は、市担当者と事前に協議を行うものとする。 

キ 受注者は申請内容に変更が生じた際は、速やかにその内容を届け出ること。 

ク 結果として手術実績が無い場合もある。 

ケ 受注者は、所有者から本事業に基づいて手術の依頼があった場合、正当な理由なく手術を拒否

することはできない。正当な理由なく手術拒否を行った場合は、本契約を解除することがある。 

コ 別紙２の特記仕様書各項目を遵守すること。 

 

３ 事業者の募集 

（１）公募要件 

ア 本事業にかかる公募要件については、「大阪市内に所在している動物病院の開設者」又は、「大

阪市内に所在している動物病院の開設者が複数加盟している法人」で以下の要件を全て満たす者

とする。 

なお、動物病院とは「飼育動物診療施設開設届」が市に提出されている施設を指す。 

イ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱

別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

ウ 納税義務者にあっては、最近 1年間において消費税及び地方消費税、大阪市の法人市民税及び

固定資産税を完納していること。 

エ 「大阪市内に所在している動物病院の開設者が複数加盟している法人」による申請の場合は、 

法人登記がされていること。 

 

（２）申請方法 

  「様式第１号 公募申請書」により、次のとおり申請すること。 

ＦＡＸまたはメールの場合、イ書類提出先に記載のＦＡＸ番号またはメールアドレスへ送信す

ること。（ＦＡＸまたはメールによる場合、必ずイ書類提出先へ電話連絡のうえ、ＦＡＸまたは

メールの到達確認を行うこと。）送付の場合、当日の消印有効。来庁により申請される場合は、

次の申請期間中の土日祝日を除く平日とする。 
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ア 申請期間 

契約期間の始期を令和８年４月１日とする場合は、令和８年３月１０日までとする。 

 なお、令和８年３月１１日以降においても令和９年２月１０日まで随時受付を行う。この場合

の申請期限は毎月１０日とするが、１０日が閉庁日の場合は翌開庁日とし、契約期間の始期は申

請期限の属する月の翌月１日とする。 

※令和９年２月１１日以降については、令和８年度分の申請を受け付けない。 

なお、契約期間の始期の前日までに「誓約書」（別添ファイル「誓約書」参照）をイ書類提出

先まで提出すること。 

 

イ 書類提出先 

大阪市健康局生活衛生部生活衛生課 乳肉衛生・動物管理グループ 

〒５３０－８２０１ 大阪市北区中之島１丁目３番２０号 大阪市役所２階 

       電 話 ０６－６２０８－９９９６ 

       ＦＡＸ ０６－６２３２－０３６４ 

メール fc0006@city.osaka.lg.jp 

 

（３）受注者の決定・契約の締結 

公募要件を満たし、契約締結が可能と判断された場合は、市から受注者あてに通知した後、業務

委託契約を締結する（別添ファイル「契約書（様式）」参照）。 

 

mailto:fc0006@city.osaka.lg.jp


別紙１

　①大阪市へ手術費用
　 　助成申請　

　②飼い猫の飼育状況等調査
　③認定書の通知
　④予算状況等の確認

　　　⑤認定書の交付

　　⑥手術日程調整票を作成、
　 　　関係部署に送付
　　⑦搬送可能日・手術可能な
　　　動物病院を調整

　⑧受注者と調整の上、手術日
　　 等を決定
　⑨手術日程通知書により
　　手術日等を通知

　⑩手術日程通知書を受理、
　　 手術申込書を記入

　　　⑪手術申込書を受理
　　　　 猫の引き取り・猫の搬送

　⑫術前検査等の実施
  ⑬手術実施が適切と判断した
　　場合、猫の不妊・去勢手術
　　を実施

　　⑭猫を所有者へ搬送

⑯翌月10日までに月間実績報告
　書・診療簿の写し等を市に提出

　⑮猫の受領・適正飼養の実施

⑰委託期間終了後、直ちに年間
　実績報告書及び請求書を市に
　提出

　　　　　⑱委託料の支払

多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術の実施事業の業務の流れ

申請者（猫の所有者） 大阪市 受注者
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別紙２ 

 

 

特 記 仕 様 書 

 

 

（条例の遵守） 

第１条 受注者および受注者の役職員は、本契約に係る業務（以下「当該業務」という。）

の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平成 18年大阪市

条例第 16号）（以下「条例」という。）第５条に規定する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、当該業務について、条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたと

きは、速やかに、公益通報の内容を発注者（健康局総務部総務課）へ報告しなければな

らない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した

者から、条例第 12条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を

発注者（健康局総務部総務課）へ報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基

づき行う調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係

る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき

又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和４年５月 19日）③ 
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生成 AI利用に関する特記仕様書 

 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む）が生成 AI を利用す

る場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI利

用ガイドライン（別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版）」に定められた以下

の利用規定を遵守すること。 

  

生成 AIの利用規定 

 

• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規

定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。 
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます 

  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html 

• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。 

• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービ

スには利用しないこと。 

• 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権

を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原

則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合

は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として

利用する際は発注者の同意を得ること。 

• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意の

みで利用可能な生成 AIの利用を禁止する。 

• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最

新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AIによる回答を得る目的での利用を禁止する。 

• 生成 AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること。 

• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。 

• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入

力及びそのおそれがある入力を禁止する。 

• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認

すること。 

• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必

ず自ら確認すること。 

• 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者

が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。 

• 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用（公表

等）する場合は、生成 AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。 

• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティ

の確保を徹底して適切に運用すること。 



 

 

様式第１号 

 

令和８年度 多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術の実施事業公募申請書 

 

  年  月  日 

 

大阪市健康局長 様 

 

                    申請者住所 

申請者氏名                   

電 話 

連絡先電子メール  

           
個人申請の場合は、事業所の所在地、氏名を記入 

法人申請の場合は、主たる事務所の所在地、法人名称、代表者の職・氏名を記入 

                     

 

多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術にかかる実施事業の公募に参加したいので、

次のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 誓約事項 

  次の事項について、事実と相違ないこと及び遺漏なく実施することを誓約します。 

（１）大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱

別表に掲げるいずれの措置要件にも該当していないこと 

（２）最近１年間において消費税及び地方消費税、大阪市の法人市民税及び固定資産税を完納して

いること 

  ※大阪市に納税義務を有しない場合は本店又は主たる営業所の所在地おける市町村民税及

び固定資産税を完納していること 

（３）飼育動物診療施設開設届を本市に提出していること 

（４）募集要項における「２ 仕様書」に基づいて、業務を実施すること 

 

２ 添付書類 

（１）別添 動物病院一覧 

（２）登記（全部）事項証明書（履歴事項証明書）※大阪市内に所在している動物病院の開設者が複数

加盟している法人が申請する場合のみ 

３ 業務責任者 

   契約書第１９条に定める業務責任者 
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     氏名                     連絡先（電話番号）           

様式第１号 別添  

○動物病院一覧（動物病院の数に応じて適宜欄を増やしてください）            NO. 
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整理 

番号 
動物病院名 開設者名 住 所 電話番号 診療時間・休診日 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

様式第１号 別添 【記入例】 

○動物病院一覧（動物病院の数に応じて適宜欄を増やしてください）            NO. 
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整理 

番号 
動物病院名 開設者名 住 所 電話番号 診療時間・休診日 

１ ○○動物病院 △△ △△ 大阪市北区×× 
06-6208 

―○○○○ 

月から金曜 

9時 00分から 12時 00分 

16時 30分から 19時 30分 

土・日曜・祝祭日   

9時 00分から 14時 00分 

休診日：木曜日 

  

 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

開設者名は、「飼育動物診療施設開

設届」における開設者を指します。 
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様式２号 

 

   年   月   日  

 

 手術申込書 

 

大阪市長 様 

 

 

                       認定者氏名         

    

   

               

大阪市「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業」実施要

綱第９条第２項に基づき、認定猫の不妊・去勢手術を次のとおり申し込みます。 

 

記 

 

認定者  

 

氏名 住所 連絡先 

（氏名） 

 

（住所）大阪市     区 

 

TEL： 

合計 匹 

認定番号 名前・性別 認定番号 名前・性別 

    

    

    

    

    

 

添付書類   

・搬送時問診票（搬送日に大阪市職員が聞き取ります） 計    枚 

・認定書（認定通知書に同封）            計    枚 
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認定書 

様式第３号  

認定者氏名 

住所 

連絡先 

            

 

 

No.  

写真貼付又は似顔絵 

 

名 前 
 

性別 
 年齢（推定）

又は飼養歴 
 

身体的特徴、 

毛色 

No. の血縁関係等 

性格、人への 

慣れ具合 

 

外傷／疾病歴  

手術歴 

（手術名） 
過去に手術をしたことが ない・ある（手術名           ） 

投薬歴 
現在治療中の病気・薬はありますか？ 

なし ・ あり （                      ） 

ノミ   いる ・ いない ・ 不明  処置  済 ・ 動物病院持込み 

ワクチン 

接種歴 

済 ・ 未実施 ・ 不明 

 種類（ 3種混合※1・5種混合※２・              ） 

 回数 年   回 

認定の有効期限  年 月 日まで有効 

ケージの貸出 必要 ・ 必要なし 

備考 
 

※１：「猫伝染性鼻気管炎（ヘルペス）」「猫カリシウイルス感染症」「猫汎白血球減少症（猫パルボウイルス感染症）」 

※２：３種混合＋猫クラミジア、猫白血病ウイルス 
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様式４号 

搬送時問診票 

 

記入日   年   月   日 記入者  

所属  

連絡先  

認定者氏名  

 

飼い猫名：               ちゃん （No.         ） 

手術予定日：    年   月   日（  ） 

 

手術予定の飼い猫の術前の状態についてお聞きします。 

【問診チェック項目】  

・ 元気 （ ある ・ なし ） 

・ 体調に問題ないか  （ 問題ない ・ 問題あり ）  

・ 本日絶食しているか （ 絶食している ・ 絶食していない ） 

□ 絶食していない場合は麻酔時に誤嚥し、死亡するなど事故につながるおそれがあります。   

    

□ 本日動物病院へ搬送し、不妊・去勢手術を実施する飼い猫は、認定書の猫（No.    ）

に相違ありません。 

大阪市長 様 

上記内容を理解したうえで、上記飼い猫の不妊・去勢手術を実施すること

に同意いたします。 

認定者（署名）                   
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様式５号（動物病院⇒生活衛生課報告用） 

手術不適理由書 

 

認定者：             様   

猫の名前：               No. 

手術予定日：    年   月   日（  ） 

 

上記の猫は、次の理由により、手術不適と判断しましたので、手

術は実施せず、返却します。 

□  術前検査で          に異常が認められたため 

□  術前検査で          の疾患が認められるため 

 （当該疾患について治療することを勧めます） 

□  性別がオスであることが判明したため 

□  過去に不妊・去勢手術を実施済みであったため 

□  その他（                ） 

 

  年  月   日 

動物病院名 

獣医師名 
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様式第６号 

 

多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術の実施事業  

月間実績報告書（     月分） 

 

  年  月  日 

大阪市健康局長 様 

住 所                 

氏 名                 

             

多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術の実施事業の      月の月間実

績数は次のとおりです。 

手術日 
実施 

病院名 

①不妊・去勢手術

を実施した場合 

②不妊・去勢手術を実施しなか

った場合 

匹数 

（メス） 

匹数 

（オス） 

ア 術前

検査のみ

実施 

イ 術前検

査・術前準

備のみ実施 

ウ  開 腹

まで実施 

匹数 

（ﾒｽ・ｵｽ） 

匹数 

（ﾒｽ・ｵｽ） 

匹数 

（メス） 

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

【添付書類】・診療簿の写し 

・血液検査結果データ 

・術前準備を行ったことが分かる写真（②－イに該当するもののみ） 

・開腹を行ったことが分かる写真（②－ウに該当するもののみ） 

 

① 不妊・去勢手術を実施した場合 

合計（メス）                    匹 

合計（オス）                    匹 

② 不妊・去勢手術を実施しなかった場合 

合計（術前検査のみ実施)                     匹              

合計（術前検査・術前準備のみ実施)      匹 

合計（開腹まで実施)      匹 
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様式第７号 

 

多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術の実施事業  

年間実績報告書 

  年  月  日 

 

大阪市健康局長 様 

住 所                 

氏 名                 

 

多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術の実施事業の年間実績数は次のとおりで

す。 

手術日 
実施 

病院名 

①不妊・去勢手術

を実施した場合 

②不妊・去勢手術を実施しなか

った場合 

匹数 

（メス） 

匹数 

（オス） 

ア 術前

検査のみ

実施 

イ 術前検

査・術前準

備のみ実施 

ウ  開 腹

まで実施 

匹数 

（ﾒｽ・ｵｽ） 

匹数 

（ﾒｽ・ｵｽ） 

匹数 

（メス） 

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

月  日       

 

① 不妊・去勢手術を実施した場合 

合計（メス）                    匹 

合計（オス）                    匹 

② 不妊・去勢手術を実施しなかった場合 

合計（術前検査のみ実施)                     匹              

合計（術前検査・術前準備のみ実施)      匹 

合計（開腹まで実施)      匹 

 

 

委託料計        円 
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 様式第８号 

請 求 書 

 年  月  日  

 大阪市長 様 

住 所  

氏 名  

  

 

 次のとおり請求します。 

 

 金   額 円也  

 内     容  

 大阪市多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術の実施事業にかかる委託料  

 （不妊・去勢手術を実施した場合）  

 メス               ＠２５，０００円×    匹  

  オス               ＠１８，０００円×    匹  

 （不妊・去勢手術を実施しなかった場合）  

  術前検査のみ実施         ＠ ７，０００円×    匹  

 術前検査・術前準備のみ実施    ＠１２，０００円×    匹  

 開腹まで実施           ＠２５，０００円×    匹  

※ 金額の前には必ず￥を付けてください。  

 

  債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。 

 債権者番号                  指定口座   

※ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。  

 

  次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。 

 金融機関名称  支 店 名 称    

 預 金 種 別   口 座 番 号    

 

フ リ ガ ナ 

口 座 名 義  

  

   

   

   

 

 本市記入欄 

 記載事項等照合先（契約番号等） 執行主管コード 支出命令番号  

     

     

     

     

 業務区分 歳 出 歳 入 歳計外 基 金  

 
 


